
【表紙】

【提出書類】 変更報告書No.8

【根拠条文】 法第27条の25第1項

【提出先】 関東財務局長

【氏名又は名称】 株式会社ウィズ・パートナーズ

代表取締役CEO　安東　俊夫

【住所又は本店所在地】 東京都港区愛宕二丁目5番1号

【報告義務発生日】 平成27年12月2日

【提出日】 平成27年12月9日

【提出者及び共同保有者の総数（名）】 1

【提出形態】 その他

【変更報告書提出事由】 株券等保有割合の1％以上の減少
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第１【発行者に関する事項】

発行者の名称 株式会社ジーンテクノサイエンス

証券コード 4584

上場・店頭の別 上場

上場金融商品取引所 東京

第２【提出者に関する事項】
１【提出者（大量保有者）／１】

（１）【提出者の概要】

①【提出者（大量保有者）】

個人・法人の別 法人（株式会社）

氏名又は名称 株式会社ウィズ・パートナーズ

住所又は本店所在地 東京都港区愛宕二丁目5番1号

旧氏名又は名称

旧住所又は本店所在地

②【個人の場合】

生年月日

職業

勤務先名称

勤務先住所

③【法人の場合】

設立年月日 平成15年5月1日

代表者氏名 安東　俊夫

代表者役職 代表取締役CEO

事業内容 投資運用業

④【事務上の連絡先】

事務上の連絡先及び担当者名 管理部　山口　隆志

電話番号 03-6430-6773

（２）【保有目的】

純投資及び経営支援

（３）【重要提案行為等】

該当事項なし。

（４）【上記提出者の保有株券等の内訳】

①【保有株券等の数】

法第27条の23

第3項本文

法第27条の23

第3項第1号

法第27条の23

第3項第2号
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株券又は投資証券等（株・口） 180,303

新株予約権証券又は新投資口予約権証券等

（株・口）
A - H 593,208

新株予約権付社債券（株） B - I 357,521

対象有価証券カバードワラント C J

株券預託証券

株券関連預託証券 D K

株券信託受益証券

株券関連信託受益証券 E L

対象有価証券償還社債 F M

他社株等転換株券 G N

合計（株・口） O P Q 1,131,032

信用取引により譲渡したことにより

控除する株券等の数
R

共同保有者間で引渡請求権等の権利が

存在するものとして控除する株券等の数
S

保有株券等の数（総数）

（O+P+Q-R-S）
T 1,131,032

保有潜在株券等の数

（A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N）
U 950,729

②【株券等保有割合】

発行済株式等総数（株・口）

（平成27年12月2日現在）
V 2,713,303

上記提出者の株券等保有割合（％）

（T/（U+V）×100）
30.87

直前の報告書に記載された

株券等保有割合（％）
32.23

（５）【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】

年月日 株券等の種類 数量 割合 市場内外取引の別 取得又は処分の別 単価

平成27年11月13日 普通株式 23,200 0.63 市場内 処分

平成27年11月16日
新株予約権証

券
21,186 0.58 市場外 処分 新株予約権行使

平成27年11月16日 普通株式 21,186 0.58 市場外 取得

新株予約権行使

（行使価格）

1,888円

平成27年11月17日 普通株式 40,000 1.09 市場外 処分 2,221円

平成27年11月17日
新株予約権付

社債券
52,966 1.45 市場外 処分 新株予約権行使
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平成27年11月17日 普通株式 52,966 1.45 市場外 取得

新株予約権行使

（行使価格）

1,888円

平成27年11月20日
新株予約権証

券
137,709 3.76 市場外 処分 新株予約権行使

平成27年11月20日 普通株式 137,709 3.76 市場外 取得

新株予約権行使

（行使価格）

1,888円

平成27年11月30日 普通株式 138,800 3.79 市場外 処分 2,161円

平成27年12月2日 普通株式 50,000 1.36 市場外 処分 2,417.07円

（６）【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

①金融商品取引法第27条の23第3項第2号の株券等の数は、当社が無限責任組合員を務める投資事業有限責任組合が保有する株

券等の数であります。

②提出者及び発行者は、両者の間で締結した投資契約書により、発行者の第1回無担保転換社債型新株予約権付社債（以下

「本社債」という。）に関し、以下の事項を約しております。

(1)発行者は提出者に対し、平成26年3月15日以降いつでも、本社債に付された新株予約権（以下「本新株予約権」という。）

17個を上限として、行使を指示することができる。提出者及び発行者は、上記の期日にかかわらず平成26年2月7日に発行者が

行使を指示する旨を合意しました。

(2)前記(1) に加え、発行者は提出者に対し、平成26年5月1日以降いつでも、行使指示日を含めた10連続取引日の東京証券取

引所における発行者の普通株式の出来高加重平均価格（以下「本基準VWAP」という。）に応じて、以下の条件で本新株予約権

の行使を指示することができる。但し、いずれの場合も、当該期間の１日平均出来高の20％までの株数に相当する個数を上限

とする。

i. 本基準VWAPが本新株予約権の転換価額の150％を超過した場合、累積で本新株予約権3個まで。

ii. 本基準VWAPが本新株予約権の転換価額の175％を超過した場合、前号に従う行使分を含め、累積で本新株予約権6個まで。

iii. 本基準VWAPが本新株予約権の転換価額の200％を超過した場合、前二号に従う行使分を含め、累積で本新株予約権9個ま

で。

iv. 本基準VWAPが本新株予約権の転換価額の225％を超過した場合、前三号に従う行使分を含め、累積で本新株予約権12個ま

で。

③発行者が第2回新株予約権を発行要項に基づき取得する場合若しくは以下のいずれかの事象が発生した日以降いつでも、提

出者は発行者に対し、提出者が保有する本社債の全部又は一部の繰上償還を請求することができる。

(1)発行者の普通株式の上場廃止又はその決定

(2)発行者による投資契約の重大な違反があった場合、又は発行者による投資契約の軽微な違反について提出者から是正を求

める通告があり、2週間以内に違反状態が改善されない場合

(3)提出者の事前承諾のない公開買付に関する発行者の賛同意見表明

④提出者は千寿製薬株式会社との間で、発行者の普通株式138,800株を平成27年11月30日を決済日として譲渡する旨の株式売

買契約を平成27年11月10日付で締結しました。平成27年11月30日に当該売買契約につき決済しました。

（７）【保有株券等の取得資金】

①【取得資金の内訳】

自己資金額（W）（千円）

借入金額計（X）（千円） 4,214

その他金額計（Y）（千円） 922,476

上記（Y）の内訳 組合員の出資金

取得資金合計（千円）（W+X+Y） 926,690
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②【借入金の内訳】

名称（支店名） 業種 代表者氏名 所在地
借入

目的

金額

（千円）

光世証券株式会社 第一種金融商品取引業 巽大介 大阪市中央区北浜二丁目1番10号 2 4,214

③【借入先の名称等】

名称（支店名） 代表者氏名 所在地
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